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給与所得者の必要経費等についての各国の制度の概要（未定稿）

日本日本日本日本 アメリカアメリカアメリカアメリカ イギリスイギリスイギリスイギリス ドイツドイツドイツドイツ フランスフランスフランスフランス

概算控除 給与所得控除(給与収
入金額に応じ、控除
率：40％～５％の５段
階、最低65万円）が認
められる。

概算控除

(夫婦共同申告の場合)
7,350ドル（77.9万円）

なし 被用者概算控除

2,000マルク（10.4万
円）

必要経費概算控除（注）

社会保険料控除後の給
与収入金額の10％
最低控除額  2,320 ﾌﾗﾝ

 （3.7万円）
最高控除額 77,850ﾌﾗﾝ

 （124.6万円）
　上記に代えて、必要
経費については、実額
控除が認められる。
(注)

実額控除   通勤費等勤務に直接
必要な特定支出の額が
給与所得控除額を超え
る場合は、その超える
部分につき、特定支出
控除が認められる。

  上記に代えて、必要
経費については、実額
（項目別）控除が認め
られる。
  実額控除は、給与所
得者の必要経費の他、
以下のような職務以外
の個人的な経費につい
ても認められる。
・ 医療・歯科費用
・ 寄付金

必要経費について
は、実額控除が認めら
れる。
　実額控除は、以下の
要件を満たすものに限
り認められる。
・ 適格旅費（注：通勤
費は認められない）
・ 上記以外の職務遂行
上必要不可欠な費用
で、その全額が職務
遂行を唯一の目的と
して支出されるもの

　上記に代えて、必要
経費については、一定
の実額控除が認められ
る。

(注)
　なお、必要経費概算
控除又は実額控除に加
えて、当該控除後の所
得に対して 20％の給
与所得控除が認められ
る（上限あり）。

（備考）邦貨換算は次の率による。１ドル＝106円、1マルク=52円、１フラン＝16円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：平成11年12月～平成12
年5月までの実勢相場の平均値）







公 的 年 金 等 に 係 る 課 税 の 仕 組 み

①　定額控除　　　　　　　 １００万円
　　　　(６５歳未満の者　　 ５０万円）
②　定率控除
　　(定額控除後の年金収入）
　　　360万円までの部分 ２５％
　　　720万円までの部分 １５％
　　　720万円を超える部分 ５％

最低保障額 １４０万円
　　　　(６５歳未満の者　　 ７０万円）

基　礎　控　除
配　偶　者　控　除

［ 老人控除対象配偶者(70歳以上） ］
配 偶 者 特 別 控 除
社 会 保 険 料 控 除 等

４８万円(個人住民税３８万円）
３８万円(個人住民税３３万円）

３８万円(個人住民税３３万円）
３８万円(個人住民税３３万円）

社　会　保　険　料　控　除　等

５０万円（個人住民税４８万円）

掛金（所得控除）

年　金　収　入

公的年金等控除

老 年 者 控 除

その他の所得控除

税　額　計　算

拠出時

給付時
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課税最低限の比較（所得税）

独　　　身

(65歳以上）

(65歳未満）

老人配偶者なし 老人配偶者あり

(注)　社会保険料控除の近似式の係数改訂後の額である。

２，３６３千円

夫　　　　婦

給与所得者

３，３９９千円 ３，５４３千円
公的年金受給者

公的年金受給者

１，１４４千円 ２，２００千円

１，１２５千円 ２，１８３千円 ２，３２６千円
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